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令和８年度の業務改善助成金の変更のお知らせ 

－交付申請の受付開始は、令和８年９月１日からです－ 

 

 厚生労働省の「業務改善助成金」について、申請期間が変更され、令和８年９月

１日からの受付となります。制度活用を検討している事業主は早めの準備と計画的

な対応をお願いします。 

                             

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※詳細については、厚生労働省のホームページ（https://www.mhlw.go.jp） 

をご確認いただき、必要な書類を整えたうえで申請期間中に申請書を提出 

してください。 

   
 －添付書類－ 

１．令和８年度業務改善助成金のご案内 

２．令和８年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ 

３．業務改善助成金の手続き（フロー図） 

４．NO 業務改善助成金 不正受給 不正受給は許されません！ 不正受給は発覚します！ 

佐賀労働局発表 

令和８年５月 29 日（金） 

【照会先】 

佐賀労働局雇用環境・均等室 

雇用環境・均等室長      副島 正子 

雇用環境改善・均等推進指導官 立石 夏子 

（電話） 0952-32-7218 

１ 業務改善助成金とは 

 業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を５０円以上引き上げ、

生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助

成する制度です。 

 

２ 変更点について 

・助成対象経費の自動車（特種用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。 

・引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。 

・申請コースが４コースから３コースへ再編されました。 

 

３ 申請期間について 

 令和８年９月１日から地域別最低賃金の発効日前日又は同年 11 月 30 日のいずれか早い日 

 

４ コールセンターの開設について 

 開 設 日：令和８年４月 22 日（水） 

電話番号：０１２０-３６６-４４０（受付時間 平日 ９：００～１７：００） 

 



 
 

       
 
 

 
 



令和８年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ

助成率区分の変更について

４/５1,050円未満

３/４1,050円以上

４/５1,000円未満

３/４1,000円以上

助成率区分（引上げ前事業場内最低賃金額）について、以下のとおり見直しを行いました。

申請コースの再編について

申請コースについて、以下のとおり見直しを行いました。

＜R７＞ ＜R８＞

引き上げる
労働者数

事業場内
最低賃金の
引上げ額

コース
区分

１人

30円以上
30円
コース

２～３人

４～６人

７人以上

10人以上※1

１人

45円以上
45円
コース

２～３人

４～６人

７人以上

10人以上※1

１人

60円以上
60円
コース

２～３人

４～６人

７人以上

10人以上※1

１人

90円以上
90円
コース

２～３人

４～６人

７人以上

10人以上※1

引き上げる

労働者数※2

事業場内

最低賃金の

引上げ額

コース

区分

１人

50円以上
５０円
コース

２～３人

４～５人

６～７人

８人以上

10人以上※1

１人

70円以上
７ 0 円
コース

２～３人

４～５人

６～７人

８人以上

10人以上※1

１人

90円以上
9 0 円
コース

２～３人

４～５人

６～７人

８人以上

10人以上※1

※1 10人以上の上限額区分は、
特例事業者が対象

※1 10人以上の上限額区分は、
特例事業者が対象

※2 引き上げる対象労働者は、
雇用保険被保険者



対象賃金引上げ日申請日

令和８年度地域別最低賃金

発効日前日

令和８年度地域別最低賃金

発効日前日（同年11月30日まで）
例①

令和８年度地域別最低賃金

発効日当日

令和８年度地域別最低賃金

発効日前日（同年11月30日まで）
例②

令和８年度地域別最低賃金

発効日前日

令和８年度地域別最低賃金

発効日前日（同年12月1日以降）
例③

対象！

対象外

• 賃金引上げは、申請より後に行う必要があります。また、地域別最低賃金の発効に対応し

て事業場内最低賃金を引き上げる場合、申請後から発効日の前日までに引き上げていただ

く必要があります。

• 賃金引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。

• 複数回に分けての事業場内最低賃金の賃金引上げは認められません。

• 令和７年９月５日以降、地域別最低賃金の改定日の前日までに賃金引き上げを実施してい
れば、賃金引上げ計画の提出は不要としていましたが、賃金引上げ後の申請は出来なくな

りましたのでご注意ください。

賃金引上げに当たっての注意点

＜申請例＞

事業完了期限賃金引上げ期間申請期間

交付決定年度の１月31日

令和８年９月１日～

申請事業所に適用される地

域別最低賃金発効日の前日

令和８年９月１日～

申請事業所の都道府県におい

て適用される地域別最低賃金

の発効日の前日又は同年11月

30日のいずれか早い日

対象外

申請期間と賃金引上げ期間について、見直しを行いました。

申請期間と賃金引上げ期間について



• 助成対象経費の特例となっていた自動車（特殊用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。

• 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。

• 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近３か

月間のうち任意の１月」から「最近６か月間平均」になりました。

• その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

その他変更点

（R8.4）

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください。

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

お問い合わせ

対象事業所について、以下のとおり見直しを行いました。

（※ 令和７年９月から引き続き実施するものです。）

対象事業所の拡充について

＜例：地域別最低賃金が改定前 X 円、改定後 X+63円（引上げ額63円）の場合＞

事業場内最低賃金がX＋51円

～ X＋62円までの事業所が

対象となります！

※ 事業場内最低賃金が改定後

地域別最低賃金と同額の場合

は対象外

事業場内最低賃金が令和８年度改定後の地域別最低賃金額未満まで の事業所が対象

（A社）事業場内最低賃金
（X＋55円）

X ＋63円

（※）X＋51円～ X＋62円の事業者も申請対象となる

（B社）事業場内最低賃金

（X＋30円）

X＋50円

X 円 改定前の地域別最低賃金

改定後の地域別最低賃金

〇

〇

対象範囲の拡充

事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内 の事業所が対象

事業場内最低賃金がX＋50円

までの事業所が対象となりま

す。
改定前の地域別最低賃金X 円

X＋50円

対象範囲

（50円）

（A社）事業場内最低賃金（X＋55円）

（※）X 円～ X＋50円の事業者のみが申請対象

（B社）事業場内最低賃金

（X＋30円）
〇

×



労働局申請者

「交付申請書」
「事業実施計画書」の作成
（様式第1号、別紙１・2）

提出
「交付申請書」
「事業実施計画
書」の審査

（交付申請から交付
決定まで約３か月程
度かかります。）

交付（不交付）決定通知

（交付決定通知が来たら）
○計画に基づき、事業（設
備投資等と事業場内最低賃
金引上げ※）の実施

＜事業完了＞
（経費の支払いも含む）

＜事業実施期間中に…＞

事業計画変更申請書

承認（不承認）通知

承認（不承認）通知

事業廃止承認申請書

事業完了予定期日
変更報告書

必要な連絡

審査・通知

審査・通知

確認

事業計画を変更する場合
（様式第3号）

事業計画を中止する場合
（様式第5号）

事業完了に遅れが
見込まれる場合
（様式第7号）

※事業場内最低賃金の引上げは申請（郵送の場合は労働局
到着）後に行うことができますが、設備投資等は交付決定
後に行う必要があります。

事業完了日から起算して１月を経過する日or翌年度4月
10日のいずれか早い日まで

「事業実績報告書」「支給
申請書」の作成

（様式第9号、別紙1・2、
様式第10号）

助成金の受領

提出
「事業実績報告
書」「支給申請
書」の審査

（原則20日以内）
額の確定･支給決定通知

助成金支払い

「状況報告」の作成
（様式第8号）

①又は②のいずれか遅い日から起算して１月以内
①賃金額を引き上げてから実績報告手続きを行った日の前日
②賃金額を引き上げてから６月を経過した日

提出
「状況報告」の審

査

「消費税及び地方
消費税に係る仕入
控除税額報告書」

の審査

（審査の結果、
返還が生じる場合）

「消費税及び地方消費税に係
る仕入控除税額報告書」作成

（様式第12号）

助成事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに
（仕入控除税額が0円の場合を含む。）

提出

（返還が生じる場合）
返還金の請求

返還金の支払い

業務改善助成金手続きの流れ 

TNNNA
四角形



（R８.４）

⚫ 事業計画に沿った設備の導入が行われていない

⚫ 賃金台帳などの資料に偽造がある

⚫ 架空の労働者を記載している

事業主の名称、代表者氏名、事業所の名称、所在地、事業概要、

不正受給の金額、不正受給の内容

不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります

業務改善助成金

不正受給

不正受給は許されません！

不正受給は発覚します！

✓ 悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発を行います

✓ 支給額および加算金の返還を求めます

✓ ５年間、本助成金等の不支給措置をとります

✓ 下記項目を積極的に公表します

NO

不正受給に該当する行為例

不正受給を行った場合



令和8年度業務改善助成金のご案内

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を50円以上引き上げ、生産性向
上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業場内最低賃金
の引上げ計画

設備投資等の計画
（機械設備導入やコンサル

ティングなど）

業務改善助成金を支給
（最大600万円）

業務改善助成金とは？

助成上限額や助成率などの
詳細は中面をチェック！

対象事業者・申請の単位

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事
業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

• 中小企業・小規模事業者であること（大企業と密接な関係を有す
る企業（みなし大企業）でないこと）

• 事業場内最低賃金が、令和８年度地域別最低賃金未満であること
• 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、
（工場や事務所などの労働者がいる）事業所ごとに申請いただきます。

申請の流れや注意事項は
裏面をチェック！

別々に
申請

工場A 事務所B

計画の承認
と実施

事業完了期限賃金引上げ期間申請期間

交付決定年度の１月31日
令和８年９月１日～

申請事業所に適用される地域
別最低賃金発効日の前日

令和８年９月１日～
申請事業所の都道府県において
適用される地域別最低賃金の
発効日の前日又は同年11月30日

のいずれか早い日

申請期限と賃金引上げの期間

＜事業場内最低賃金とは？＞

事業場で最も低い時間給を指します。（ただし、業務改善助成金では、雇入れ後６か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げてい

ただく必要があります。）

事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金（国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額）と同様、最低賃金法第４条及

び最低賃金法施行規則第１条又は第２条の規定に基づいて算定されます。

ご不明点があれば、管轄の労働局雇用環境・均等部室または賃金課室までお尋ねください。



助成上限額・助成率

助成上限額

４/５
事業場内最低賃金
1 , 0５0円未満

３/４
事業場内最低賃金
1 , 0５0円以上

※ 10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる
場合に対象になります。

事業場内最低賃金である労働者

事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が

「引き上げる労働者」に算入されます。

（ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。）

＜例：事業場内最低賃金1,050円の事業場で70円コースを申請する場合＞

Ａ：事業場内最低賃金である労働者なので、「引き上げる労働者」に算入可

Ｂ：申請コース以上賃金を引き上げていないので、算入不可

Ｃ：Ａに賃金額が追い抜かれる労働者であり、かつ、申請コース以上賃金を引き上げているので、算入可

Ｄ：既に引上げ後の事業場内最低賃金以上なので、算入不可

助成率

「引き上げる労働者数」の数え方

申請事業場の事業場内最低賃金が
1,050円未満である事業者

賃金
要件

①

原材料費の高騰など社会的・経済的環
境の変化等の外的要因により、申請前
６か月間平均における利益率が前年度
と比べ３％ポイント※以上低下してい
る事業者

物価
高騰等
要件

②

特例事業者

※「％ポイント（パーセントポイント）」とは、パーセ
ントで表された２つの数値の差を表す単位です。

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者と
なります。なお、②に該当する場合は、助成
対象経費の拡充も受けられます。

物価高騰等要件に該当する事業者は、パソコ
ン等の新規導入が認められる場合があります。
詳しくはP3の「助成対象経費の特例」をご
覧ください。

助成上限額

引き上げる

労働者数

事業場内

最低賃金

の引上げ

額

コース

区分
事業場規模

30人未満

の事業者

右記以外

の事業者

４０万円３０万円１人

50円
以上

５０円
コース

７０万円４０万円２～３人

７０万円７０万円４～５人

９０万円９０万円６～７人

１１０万円１１０万円８人以上

１３０万円１３０万円10人以上※

５０万円４０万円１人

70円
以上

７ 0 円
コース

１００万円５０万円２～３人

１３０万円１３０万円４～５人

１８０万円１８０万円６～７人

２３０万円２３０万円８人以上

３００万円３００万円10人以上※

１００万円９０万円１人

90円
以上

9 0 円
コース

２４０万円１５０万円２～３人

２７０万円２７０万円４～５人

３６０万円３６０万円６～７人

４５０万円４５０万円８人以上

６００万円６００万円10人以上※



賃金引上げに当たっての注意点

• 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げて
いただく必要があります。

• 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
• 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。
• 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。

（例）10月1日に新しい地域別最低賃金（1,040円→1,090円）が発効される場合

発効日の前日（9月30日）までに事
業場内最低賃金の引上げ（1,045円
→1,100円）を完了（※）

発効日の当日（10月１日）に
事業場内最低賃金の引上げ
（1,045円→1,100円）を実施

対象外対象！

助成対象経費の特例

特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対
象となります（パソコン等は新規導入に限ります。）。

特例事業
者

（②のみ）

一般
事業者

助 成 対 象 経 費

〇〇生産性向上に資する設備投資等

〇×
生産性向上に資する設備投資等のうち、

• PC、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入

※ 併せて、就業規則等に事業場内最低賃金が1,100円である旨、
定めていただく必要があります。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。
また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

対 象 経 費 の 例経 費 区 分

• POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
• リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

機器・設備の導入

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フロー見直し経営コンサルティング

顧客管理情報のシステム化その他

助成金額の計算方法

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と
助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

＜例＞
○事業場内最低賃金が1,040円
→助成率4/5

○8人の労働者を1,130円まで引上げ（90円コース）
→助成上限額450万円

○設備投資などの額は600万円

480万円
(＝600万円×4/5)

450万円
(＝助成上限額)＞

450万円が支給されます。

（設備投資費用×助成率） （90円コースの助成上限額）



注意事項・お問い合わせ等

業務改善助成金 検 索

• 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 同一事業所の申請は年度内１回までです。

（参考）働き方改革推進支援資金

日本政策金融公庫では、事業場内最低
賃金の引上げに取り組む方に、設備資
金や運転資金の融資を行っています。
詳しくは、事業所がある都道府県の日
本政策金融公庫の窓口にお問い合わせ
ください。

日本政策金融公庫
店舗検索

（R8.4）

交付申請書等の提出先は管轄の都道府県労働局 雇用環境・均等部（室）です

• 助成対象経費の特例となっていた自動車（特殊用途自動車を除く）は、助成対象外となりました。
• 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
• 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近３か月間のうち
任意の１月」から「最近６か月間平均」になりました。

• その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。

助成金支給の流れ

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。
労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。
事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審
査を経て、助成金が支給されます。

注意事項

参考ウェブサイト

• 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」
最新の要綱・要領やQ&A、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事
例集などを掲載しています。

• 最低賃金特設サイト
全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、
サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引上げに向けた取組
事例などを紹介しています。

お問い合わせ

最低賃金特設サイト 検 索

業務改善助成金についてご不明な点は、業務改善助成金コールセンターまでお問い合わせください

電話番号：0120-366-440（受付時間 平日 ９:０0～17:００）

交付申請

交付申請書・事業実施
計画書等を

都道府県労働局に提出

交付決定

交付申請書等を
審査の上、通知

事業の実施

申請内容に沿って
事業を実施

（賃金の引上げ、設備の
導入、代金の支払）

事業実績報告

労働局に事業実績報告
書等と助成金支給申請

書を提出

交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、
適正と認められれば交付額の確定

と助成金の支払を実施

助成金受領

ここで助成金が
振り込まれます

令和７年度からの主な変更点
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